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平成２５年度に気象庁が達成すべき目標について

中央省庁等改革基本法（平成１０年法律第１０３号）第１６条第６項第２号の規定に基づ

き、平成２５年度において気象庁が達成すべき目標を次のとおり定めたので、通知する。

１．的確な観測・監視及び気象情報の充実について

気象、地震、火山現象、水象等の観測・監視能力の向上を図るとともに、関係機関と

密接に連携して、観測成果等の効率的な利用を図る。また、気象情報を充実し、適時、

的確にわかりやすい情報を発表するとともに、関係機関への情報提供機能の向上を図る。

［具体的な目標］

・台風による被害の軽減を図るため、新スーパーコンピュータによるモデルの高度化を

進め、台風中心位置の72時間先の予報誤差（前5年の平均）を、平成22年の302kmから

平成27年までに260kmとすること。

・緊急地震速報の震度予想の精度向上を進め、震度4以上を観測し、又は予想した地震

について、予想誤差±1以下に収まる地域の割合を、平成22年度の28％から平成27年

度までに85％以上とすること。

・津波シミュレーション技術を用いた津波警報の更新のための沖合津波観測データの活

用を進め、その数を平成26年度までに35観測点以上とすること。

・天気予報の精度向上を進め、翌日の「降水確率」、「最高気温」及び「最低気温」の

予報が大きく外れた年間日数を、平成28年までに平成23年実績からそれぞれ1割程度

減らすこと。

（注）「降水確率」は50％以上外れ。「最高気温」及び「最低気温」は3℃以上外れ。

２．気象業務の技術に関する研究開発の推進について

最新の科学技術の成果を的確に取り入れ、気象等の予測モデル、観測・予報システム

等の技術に関する研究開発を計画的に推進するとともに、我が国の気象業務の技術基盤

を確立する。

［具体的な目標］

・次期静止気象衛星「ひまわり８号」を平成25年度中に完成させること。



３．気象業務に関する国際協力の推進について

国際的中枢としての機能を強化し、アジア地域等各国の気象業務を支援するとともに、

世界気象機関（ＷＭＯ）等国際機関の活動や国際共同研究計画等に貢献する。

［具体的な目標］

・気象庁は世界気象機関（ＷＭＯ）からの要請を受け、「温室効果ガス世界資料センタ

ー（ＷＤＣＧＧ）」を運営している。温室効果ガス世界資料センターではデータ提供

者からデータを受領し、データベース化し、データ利用者へ提供するとともに、デー

タ提供者へ還元している。平成28年度までにデータ利用者の利便性向上を図るととも

に、データ提供者に対し有益な情報を拡充していくこととし、平成25年度はそのため

の新たなデータベースの構築に向けた設計を行うこと。

（注）「データ提供者」は約60か国、約90機関、約320地点。

４．気象情報の利用促進について

民間における気象業務の健全な発達を支援し、気象情報の利用拡大を図るため、わか

りやすい気象情報を民間へ提供する機能を向上させるとともに、気象情報に関する知識

について幅広い普及を図る。

［具体的な目標］

・大きな地震の際に高層建築物等に被害をもたらすおそれのある長周期地震動につい

て、平成24年度から提供を開始した「長周期地震動情報」の周知・広報に取組み、平

成29年度までに、「長周期地震動情報」の三大都市圏住民の認知度を50％以上とする

こと。

・気象情報や自然現象から住民が自らの判断で状況に応じた的確な行動をとることので

きるような風土・文化の醸成を目指し、全国各地の気象台は、教育機関、防災機関（地

方公共団体）、報道機関または専門的知識を有する民間団体への支援・働きかけによ

り、気象情報に係る普及啓発活動の裾野を拡大すること。


